
取扱金融機関一覧

取りまとめ機関

七十七銀行 宮城第一信用金庫

東邦銀行 仙南信用金庫

仙台銀行 仙台農業協同組合

仙台貯金事務センター

※東北６県以外の郵便局を初めて利用する場合には市ホームページに掲載して

　いる指定通知書をゆうちょ銀行又は郵便局へ提出してください。

※上記以外の銀行でも納入は可能ですが、手数料がかかる場合がありますので、

　詳細については各金融機関にお問い合わせください。

取扱金融機関

振替貯金払込みの場合指定郵便局

七十七銀行　増田支店

（お問い合わせ）

〒��������

宮城県名取市増田字柳田��番地

課税の内容、各種届出書の提出について ・・税務課 市民税係：������������（直通）
税金の納入及び還付について・・・・・・・・・・・・税務課 収納管理係：������������（直通）

ＵＲＬ ：��������������������������������
お問い合わせの際は特別徴収税額通知書や名取市からお送りしている納入書等に記載さ

れている特別徴収指定番号をご用意の上、連絡お願いします。

特別徴収関係様式はこのしおりに綴じこまれている他、市ホームページ内の「市・県民税の

特別徴収関係様式」に掲載していますのでご活用ください。給与支払報告・特別徴収に係る

給与所得者異動届出書等は�����（エルタックス）での電子申告でも送信可能です。

市町村コード名取市 市民税・県民税・森林環境税

特別徴収のしおり

令和8年度

◆目次 ページ

・市民税・県民税・森林環境税の特別徴収と事務取扱について ・・�

・納入書の金額を訂正して使用する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�

・納税義務者に異動があったとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�

・異動があった場合の記載例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ �～�

【様式】

・給与所得者異動届出書

・特別徴収への切替届出書

・給与支払者の所在地・名称等変更届出書

◆同封した書類について
１．特別徴収のしおり【本書】

２．給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の

決定・変更通知書（特別徴収義務者用）【緑色】

※電子データでの受取を希望している場合は同封しておりません。

３．給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の

決定・変更通知書（納税義務者用）【青色】

※圧着方式となっています。

開封せず、すみやかにご本人へお渡しください。

※電子データでの受取を希望している場合は同封しておりません。

４．特別徴収納入書

※納入書を不要と選択している場合は同封しておりません。

◆特別徴収税額決定（変更）通知書の電子化について

裏表紙をご覧ください。

◆令令和和 年年度度市市・・県県民民税税にに適適用用さされれるる定定額額減減税税ににつついいてて

令和 年度の住民税及び定額減税額は、令和 年中の所得や扶養状況等から算出しています。ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者につい

ては、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合があるため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減

税は、令和 年度の住民税で行うこととされました。

よって、令和 年中の合計所得金額が 万円以下（給与収入のみの場合、原則として給与収入 万円以下）で、所得割が課税される納税義務者

は、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和 年度の住民税から 万円の控除を受けることができます。

◆◆特特別別徴徴収収税税額額決決定定（（変変更更））通通知知書書のの電電子子化化ににつついいてて

令和 年度（令和６年５月送付分）から給与支払報告書を （エルタックス）で提出した特別徴収義務者について、「特別徴収税額決定（変更）通知書

（特別徴収義務者用・納税義務者用）」を電子データで受取希望された場合、電子データ（ ）で格納しています。特別徴収税額通知書の電子化の詳

しい内容については、市ホームページや、 ホームページをご参照ください。

ご留意いただきたいこと

○特別徴収税額通知書の受け取り方法については、給与支払報告書の提出期限までに送信いただいたデータの受け取り方法をもとに決定します。

○特別徴収税額通知書の受け取りを選択しなかった事業所及び、電子データの受け取りを希望したが通知先 アドレスが未記載の事業所につきま

しては、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。

○電子での税額通知書（納税義務者用）の受取を選択している場合は、「給与所得者異動届出書（特別徴収継続の場合）」や

「特別徴収への切替届出書」をご提出の際、必ず受給者番号を記載してください。

○年度当初に決定した受け取り方法は、原則、年度途中での変更はできません。

○税制改正により一つの帳票について、電子データと書面の両方での送付はできなくなったため、副本データの送付は廃止となりました。

○給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出した場合は、特別徴収税額通知データを送信できません。
名取市　特別徴収　 検 索

特別徴収関係様式 特別徴収Q&A

取扱金融機関一覧

取りまとめ機関

七十七銀行 宮城第一信用金庫

東邦銀行 仙南信用金庫

仙台銀行 仙台農業協同組合

仙台貯金事務センター

※東北６県以外の郵便局を初めて利用する場合には市ホームページに掲載して

　いる指定通知書をゆうちょ銀行又は郵便局へ提出してください。

※上記以外の銀行でも納入は可能ですが、手数料がかかる場合がありますので、

　詳細については各金融機関にお問い合わせください。

取扱金融機関

振替貯金払込みの場合指定郵便局

※令和7年度より内容修正しました。

七十七銀行　増田支店

（お問い合わせ）

〒��������

宮城県名取市増田字柳田��番地

課税の内容、各種届出書の提出について ・・税務課 市民税係：����7���7���（直通）
税金の納入及び還付について・・・・・・・・・・・・税務課 収納管理係：����7���7���（直通）

ＵＲＬ ：��������������������������������
お問い合わせの際は特別徴収税額通知書や名取市からお送りしている納入書等に記載さ

れている特別徴収指定番号をご用意の上、連絡お願いします。

特別徴収関係様式はこのしおりに綴じこまれている他、市ホームページ内の「市・県民税の

特別徴収関係様式」に掲載していますのでご活用ください。給与支払報告・特別徴収に係る

給与所得者異動届出書等は�����（エルタックス）での電子申告でも送信可能です。

市町村コード名取市 市民税・県民税・森林環境税

特別徴収のしおり

令和 年度

◆目次 ページ

・市民税・県民税・森林環境税の特別徴収と事務取扱について ・・�

・納入書の金額を訂正して使用する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�

・納税義務者に異動があったとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�

・異動があった場合の記載例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ �～�

【様式】

・給与所得者異動届出書

・特別徴収への切替届出書

・給与支払者の所在地・名称等変更届出書

◆同封した書類について
１．特別徴収のしおり【本書】

２．給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の

決定・変更通知書（特別徴収義務者用）【緑色】

※電子データでの受取を希望している場合は同封しておりません。

３．給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の

決定・変更通知書（納税義務者用）【青色】

※圧着方式となっています。

開封せず、すみやかにご本人へお渡しください。

※電子データでの受取を希望している場合は同封しておりません。

４．特別徴収納入書

※納入書を不要と選択している場合は同封しておりません。

◆定額減税及び特別徴収税額決定（変更）通知書の電子化について

裏表紙をご覧ください。

令和６年度（令和６年５月送付分）から給与支払報告書をｅＬＴＡＸ（エルタックス）で提出した特別徴収義務者について、「特別徴収税額決定（変更）
通知書（特別徴収義務者用・納税義務者用）」を電子データで受取希望された場合、電子データ（ｅＬＴＡＸ）で格納しています。特別徴収税額通知書
の電子化の詳しい内容については、市ホームページや、ｅＬＴＡＸホームページをご参照ください。
 

ご留意いただきたいこと

○特別徴収税額通知書の受取方法については、給与支払報告書の提出期限までに送信いただいたデータの受取方法をもとに決定します。

○特別徴収税額通知書の受取を選択しなかった事業所及び、電子データの受取を希望したが通知先ｅ‐ｍａｉｌアドレスが未記載の事業所につきまし
　 ては、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。

○電子での税額通知書（納税義務者用）の受取を選択している場合は、「異動届出書（特別徴収継続の場合）」や「切替届出書」をご提出の際、必ず
　 受給者番号を記載してください。

○年度当初に決定した受取方法は、原則、年度途中での変更はできません。

○税制改正により一つの帳票について、電子データと書面の両方での送付はできなくなったため、副本データの送付は廃止となりました。

○給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出した場合は、特別徴収税額通知データを送信できません。

◇◇特特別別徴徴収収税税額額決決定定((変変更更))通通知知書書のの電電子子化化ににつついいてて

市公式ホームページ

名取市　特別徴収　 検 索



－１－－１－

市民税・県民税・森林環境税の特別徴収と事務取扱について�
１� 特別徴収とは�

特別徴収とは、給与支払者（事業主）が所得税の源泉徴収と同様に、納税

義務者（従業員）の給与から市民税・県民税・森林環境税を徴収し、代わり

に納入する制度です。�

�

２� 特別徴収義務者の指定�

� � � � 源泉徴収義務があるすべての給与支払者（事業主）は、本市から特別徴収義

務者に指定されます（地方税法第３２１条の４）。なお２か所以上の給与支

払者（事業主）から給与の支払いを受けている納税義務者（従業員）につい

ては、その主たる給与支払者（事業主）を特別徴収義務者に指定します。�

�

３� 納税義務者への通知書の交付�

特別徴収をする場合は、特別徴収義務者を通じて５月３１日までに各納税

義務者（従業員）に年税額等を通知することになっていますので、同封の「特

別徴収税額の決定通知書（納税義務者用）」を納税義務者（従業員）にすみ

やかに交付してください。退職その他の事由により交付できない方について

は、「給与所得者異動届出書（以下、異動届出書と略す）」を添えてお返し
ください。ななおお、、通通知知書書のの再再発発行行ははででききまませせんん。。

なお、給与支払報告書が法定期限（１月３１日）後に提出された場合、当

初に送付する通知書に反映されていない場合があります。�

 
４� 税額の徴収および納入�

＜給与の場合＞� � � �

（ア）� 特別徴収義務者は、特別徴収税額の納付額を６月支給分から翌年５

月支給分までの毎月の給与から徴収し、翌月１０日までに同封の「納入書」

等で納入してください。� �

（イ）� 中途退職等により未徴収税額を一括徴収で納入する場合は、「納入

書」の「給与分」欄に含めて記入してください。� �

�

＜退職所得の場合＞� � � � �

（ア）� 退職所得に係る市民税・県民税は、給与の支払者がその税額を計算

し、その支払の際に徴収していただきます。徴収した税額は翌月１０日ま

でに納入してください。� �

（イ）「納入書」の表面「退職所得分」欄に記入するとともに、裏面の「納

入申告書」にも必ず必要事項を記載してください。� �

※納入期限が、土・日曜日、祝祭日等の休日または金融機関等の休日に該当
　する場合は、次の営業日になります。なお、各月の納期限は当該月分の納
　入書に記載してあります。� �

� � ※納入書の金額を訂正して使用する場合については本書Ｐ３に掲載していま

す。�

�

５� 納期限までに税金を納めなかった場合にとられる措置� �

納期限までに納付されない場合は、その納期限の翌日から納付の日までの期間

の日数に応じて、その税額に以下の割合を乗じて計算した額の延滞金を納付して

いただくことになります。�

納期限の１ヶ月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合（※

１）に年１％を加算した割合（上限は年７．３％）、納期限後１ヶ月を経過した期

間については、延滞金特例基準割合に年７．３％を加算した割合（上限は年１４．

６％）となります。�

なお、督促状を発付した後の納付には、督促状１通について１００円の督促手

数料を納付していだたくことになります。督促状の発付の日から起算して１０日

を経過した日までに納付されない場合は、滞納処分を受けることになります。�

※１延滞金特例基準割合…平均貸付割合（※２）に年１％を加算した割合。�

※２平均貸付割合…各年の前々年９月から前年８月までの各月における国内銀行

の新規の短期貸出約定平均金利の合計を１２で除して得た割合として、各年

の前年の１１月３０日までに財務大臣が告示する割合。�

�

６� 納期の特例� �

給与の支払を受ける人が常時１０人未満の事業所については、納期の特例の制

度（年２回１２月１０日及び６月１０日）があります。該当する特別徴収義務者

は申請によりその承認を受けることができます。申請書は市ホームページからダ

ウンロードできます。承認を受けたのち、給与の支払いを受ける人が１０人未満

でなくなったときは「納期の特例の要件を欠いた事の届出書」を提出する必要

があります。�

（給与所得に係る特別徴収義務者の指定等） 

第三百二十一条の四 市町村は、（略）特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をす

る者（略）のうち所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収

させなければならない。（略） 

 

第三百二十一条の四 ５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の四月三十日までの間において異動を生じた場合において、当

該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者（略）を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する

月の翌月の十日（略）までに、（略）特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村

の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。（略） 

 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等） 

第三百二十一条の五 ２ 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によりその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義

務者から給与の支払を受けないこととなつた場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額（略）は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当

該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別

徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義

務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与

又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額（略）を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。 

 

（市町村民税の納税管理人） 

第三百条 市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当

該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しく

は事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、

又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。 

地地方方税税法法 関関係係条条文文 抜抜粋粋
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７� 納税義務者に異動があった場合の手続き�

特別徴収が継続できなくなった場合や、特別徴収先の転勤などの異動があった

ときは手続きが必要です。異異動動ががああっったた日日のの翌翌月月のの１１００日日がが提提出出期期限限でですす。。詳細

については本書Ｐ５～をご覧ください。�

給与支払報告書を提出した従業員が４月１日までに退職等したときは「異動届
出書」を、４月１５日までに届くように提出してください。�

�

８� 特別徴収税額の変更�

特別徴収税額の通知後に税額の変更等があった場合は、「特別徴収税額の変更

通知書」をお送りしますので、以後の徴収額はその変更通知書の金額に変更して

納入してください。なお、変更に伴う納入書については再送付しませんので、金
額を訂正のうえ納入してください。納入書の金額を訂正して使用する場合につい
ては本書Ｐ３に掲載しています。 

９� 特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合�

特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合は、「給与支払者の所在

地・名称等変更届出書」に変更事項を記入のうえ提出してください。�

�

１０� 出国する方の手続き�

納税義務者（従業員）が海外へ出国する場合、納税管理人を定める必要があり

ます。納税管理人は非居住者の申告や各種税金の納付等を行います。納税管理人

の申し立てについて、詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。�

�

１１� 外国人の従業員が退職・帰国する場合�

名取市では、外国人が市民税・県民税等を納めきらずに出国してしまうケース

がありますので、給与支払者（事業主）には、外国人の従業員が退職・帰国する

場合、できるだけ一括徴収していただくよう、ご協力をお願いいたします。なお、

一括徴収しない場合は、納税管理人（納税通知書（納付書）などを本人に代わっ

て受け取り、市税を納付する方）の選定が必要です。�

�

１２� ｅｅＬＬＴＴＡＡＸＸのご利用について�

ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）を利用すると届出書等をインターネッ

ト経由で行うことができます。また、複数の地方公共団体に対して一括で、ダイ

レクト納付やインターネットバンキングによる電子納税で納めることができま

す。大変便利なシステムですので、ぜひ利用のご検討をお願いいたします。�

（１）電子申告のメリット�

①インターネットで、オフィスや自宅から簡単に申告できます。�

②複数の地方公共団体への申告がまとめて一度に送信できます。�

③市販の税務会計ソフトで作成したデータが使えます。�

④ｅＬＴＡＸ用ソフト（ＰＣｄｅｓｋ）で申告書作成が簡単にできます。�

（２）電子納税（共通納税）のメリット�

①インターネットで、オフィスや自宅から簡単に納税できます。�

②複数の地方公共団体への納税をまとめて一度に行うことができます。�

③電子申告を行った申告情報や特別徴収税額通知データを共通納税システム

に引き継いで納税することができます。�

④事前に登録した金融機関口座を指定して、地方税を直接納税することができ

ます。（ダイレクト納付）�

⑤地方公共団体が指定する金融機関以外の金融機関からも納税できます。�

⑥共通納税システムを利用した納税の手数料は、クレジットカード払いを除き

無料です。クレジットカードによる手数料は１万円まで �� 円（税抜）、以後

は１万円ごとに �� 円（税抜）ずつ加算されます。�

ｅＬＴＡＸのご利用にあたっては、所定の手続き・登録等が必要です。詳し

くは下記ホームページを参照してください。�

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｅｌｔａｘ．ｌｔａ．ｇｏ．ｊｐ／�
eLTAXヘルプデスク　電話：0570-081459　（土・日・休祝日・年末年始を除く　9～17時）

エルタックス 検 索

－２－

エルタックス 検 索

－２－



８令和８年６月分

QRコードが印字されている場合がありますが、eL-QR（地方税統一QRコード）ではありませんのでご注意ください。

令和８年６月分 令和 年

令和８年７月 10日 令和８年７月 10日 令和８年７月 10日

６

納入書の金額を訂正して使用する場合

市県民税
森林環境税
特別徴収

市県民税
森林環境税
特別徴収

市県民税
森林環境税
特別徴収

領
収
日
附
印

領
収
日
附
印

領
収
日
附
印

（原符）

－３－



8 6 1

1 0 1 4 3 8 5 5

9 2 1 0 0

4 5 5 0 0

8 107

氏名又は
名 称

法人番号又は個人番号

印

　特別徴収義務者が「法人」又は「個人事業主」で作

成方法が異なります。

①法人の場合
特別徴収義務者が法人の場合、両面に記載したもの
を１部作成し、金融機関に提出します。
②個人事業主の場合
特別徴収義務者が個人事業主の場合、２部作成しま
すが、以下の点に注意してください。
１部は、表面のみ記載（裏面は記載しない）し、金融
機関へ提出。もう１部は、裏面のみ記載（表面は記載
しない）し、名取市役所税務課へ提出。
※金融機関は個人番号を取り扱うことができないため

令和

令和

税務課へ提出。

－４－



次の勤務先で特別徴収する

退職・休職する

再就職・復職により特別徴収を希望する

特別徴収継続

記載例 Ｐ８

「特別徴収への切替届出書」

納納税税義義務務者者にに異異動動ががああっったたとときき

（（特特別別徴徴収収ががででききななくくななっったた場場合合、、又又はは新新たたにに特特別別徴徴収収ををすするる場場合合））

退職・休職した日が６月から１２月

死亡による退職

退職・休職した日が１月から４月

１１ 退退職職・・転転勤勤等等でで給給与与のの支支払払いいががななくくななっったた場場合合

納税義務者（従業員）の退職・休職・転勤等により特別徴収ができなくなった場合は、「異動届出書」を異動事由の発生した翌月１０日までに提出してください。提出がない場合、滞納となり、督促
を受けたり、未徴収税額についてご本人への普通徴収の通知が遅れてしまうなどの支障が生じますので、すみやかにご提出をお願いいたします。６月１日から１２月３１日までの間の退職者につ
いては、本人の申出により未徴収税額を一括徴収することができ、翌年１月１日から４月３０日までの間の退職者については、５月３１日までの間に未徴収税額を超える給与または退職金の支払
がある場合には、本人の申出の有無にかかわらず未徴収税額を一括徴収しなければならないことになっています。一括徴収した税額は徴収した翌月の１０日までに納入してください。
一括徴収できないとき、かつ「「異異動動届届出出書書」」がが２２月月下下旬旬以以降降にに届届いいたた場場合合はは、、本本人人宛宛にに納納付付書書・・変変更更通通知知書書をを８８月月以以降降にに送送付付いいたたししまますす。。退職時にお伝えください。
また、給与支払報告書を提出した従業員が４月１日までに退職等したときは、「異動届出書」を４月１５日までに届くように提出してください。 

普通徴収で納付されている方を特別徴収に変更する場合は「特別徴収への切替届出書�以下、切替届出書と略す�」を提出してください。

３ 用紙が不足した場合はコピーしてご使用いただくか、市ホームページからもダウンロードできます。

「市・県民税の特別徴収関係様式」

４ 新年度分の「切替届出書」は４月１５日までの提出をお願いいたします。

５ 各届出書が月の１０日までに届いた場合、変更通知書は原則月末発送します。１１日以降については月末に発送できない場合があります。

「「異異動動届届出出書書」」をを二二つつのの市市区区町町村村にに提提出出がが必必要要なな場場合合ががあありりまますす 

令和８年１月１日の住所Ａ市・・・・・令和８年度市県民税・森林環境税はＡ市で課税

令和８年１０月１５日Ｂ市に引越・・令和８年度は１月１日の住所地の市町村で課税のためＡ市で課税

令和９年１月１日住所Ｂ市・・・・・・令和９年度給与支払報告書をＢ市へ提出

令和９年３月３１日退職・・・・・・・ 令和８年度市県民税・森林環境税は一括徴収し、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ市へ「異動届出書」の提出　　

令和９年度はＢ市へ給与支払報告書を提出したためＢ市へ「異動届出書」を提出

特別徴収への切替

記載例 Ｐ９

普通徴収への切替

記載例 Ｐ７

一括徴収

記載例 Ｐ６ 使用する様式

－５－

名取市　特別徴収 検 索

－５－

「異動届出書」

２２  再再就就職職・・復復職職にによよりり特特別別徴徴収収へへのの切切替替をを希希望望すするる場場合合

名取市　特別徴収 検 索

－５－



次の勤務先で特別徴収する

退職・休職する

再就職・復職により特別徴収を希望する

特別徴収継続

記載例 Ｐ８

「特別徴収への切替届出書」

納納税税義義務務者者にに異異動動ががああっったたとときき

（（特特別別徴徴収収ががででききななくくななっったた場場合合、、又又はは新新たたにに特特別別徴徴収収ををすするる場場合合））

退職・休職した日が６月から１２月

死亡による退職

退職・休職した日が１月から４月

１１ 退退職職・・転転勤勤等等でで給給与与のの支支払払いいががななくくななっったた場場合合

納税義務者（従業員）の退職・休職・転勤等により特別徴収ができなくなった場合は、「異動届出書」を異動事由の発生した翌月１０日までに提出してください。提出がない場合、滞納となり、督促
を受けたり、未徴収税額についてご本人への普通徴収の通知が遅れてしまうなどの支障が生じますので、すみやかにご提出をお願いいたします。６月１日から１２月３１日までの間の退職者につ
いては、本人の申出により未徴収税額を一括徴収することができ、翌年１月１日から４月３０日までの間の退職者については、５月３１日までの間に未徴収税額を超える給与または退職金の支払
がある場合には、本人の申出の有無にかかわらず未徴収税額を一括徴収しなければならないことになっています。一括徴収した税額は徴収した翌月の１０日までに納入してください。
一括徴収できないとき、かつ「「異異動動届届出出書書」」がが２２月月下下旬旬以以降降にに届届いいたた場場合合はは、、本本人人宛宛にに納納付付書書・・変変更更通通知知書書をを８８月月以以降降にに送送付付いいたたししまますす。。退職時にお伝えください。
また、給与支払報告書を提出した従業員が４月１日までに退職等したときは、「異動届出書」を４月１５日までに届くように提出してください。 

普通徴収で納付されている方を特別徴収に変更する場合は「特別徴収への切替届出書�以下、切替届出書と略す�」を提出してください。

３ 用紙が不足した場合はコピーしてご使用いただくか、市ホームページからもダウンロードできます。

「市・県民税の特別徴収関係様式」

４ 新年度分の「切替届出書」は４月１５日までの提出をお願いいたします。

５ 各届出書が月の１０日までに届いた場合、変更通知書は原則月末発送します。１１日以降については月末に発送できない場合があります。

「「異異動動届届出出書書」」をを二二つつのの市市区区町町村村にに提提出出がが必必要要なな場場合合ががあありりまますす 

令和８年１月１日の住所Ａ市・・・・・令和８年度市県民税・森林環境税はＡ市で課税

令和８年１０月１５日Ｂ市に引越・・令和８年度は１月１日の住所地の市町村で課税のためＡ市で課税

令和９年１月１日住所Ｂ市・・・・・・令和９年度給与支払報告書をＢ市へ提出

令和９年３月３１日退職・・・・・・・令和８年度市県民税・森林環境税は一括徴収し、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ市へ「異動届出書」の提出　　

令和９年度はＢ市へ給与支払報告書を提出したためＢ市へ「異動届出書」を提出

特別徴収への切替

記載例 Ｐ９

普通徴収への切替

記載例 Ｐ７

一括徴収

記載例 Ｐ６ 使用する様式

－５－

名取市　特別徴収 検 索

－５－

「異動届出書」

２２  再再就就職職・・復復職職にによよりり特特別別徴徴収収へへのの切切替替をを希希望望すするる場場合合

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

異動後の
住 所

 ←個人番号の記載に当たって
は、左端を空欄とし右詰めで記
載

給

与

所

得

者

フリガナ ナトリ　タロウ

異　動　の　事　由

氏　名 名取　太郎

( 本 人 納 付 )

（ア） （イ） （ウ）

令和8

１月１日
現在の住所

名取市増田一丁目〇番〇号

異 動 後 の 未 徴 収
異 　動
年 月 日生年月日 昭和　50年 　 　1月 　 　1日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）

1 1

１．特別徴収継続の場合
新しい勤務先へは、月割額 円を

月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号

50,000 70,000

退 職

転 勤

休 職 ・ 長 欠

死 亡

支 払 少 額 ・ 不 定 期

合 併 ・ 解 散

そ の 他

2 １．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

受給者番号 6

10 5
11

月から

月まで

11 月から

月まで

給与支払報告
特 別 徴 収

　名取　　市長殿

令和　8年　11月　11日提出

2 3 4 2 3 45 6 7 8 9 1

第第
十十
八八
号号
様様
式式
（

用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
十
条
関
係
）

年 度 ①．現年度  ２．新年度　  ３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒981-1224
名取市増田字柳田〇番地

特別徴収義務者
指　定　番　号

900000

宛 名 番 号 ○○○○○○

フリガナ ナトリブッサン　カブシキガイシャ
連

絡

先

担

当

者

所 属 人事部

氏名又は名称 名取物産　株式会社 氏 名 名取　花子

電 話
０２２－３８４－○○○○

内線（　△△△　）
個人番号

又は法人番号
1

1 1

税 額 の 徴 収 方 法

個人番号 1 1 1 1 1 1 1 1

1 日円 円 円

１ ．

２ ．

３ ．

４ ．

５ ．

６ ．

７ ．

120,000

年 1

月

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所

属

氏

名
フリガナ

受給者番号

氏名又は名称 電

話 内線（　 　）
納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理

由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がない
ため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日2011 70,000 円

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理

由

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

1

右から

番号を

記入

（

）

11

退退職職ししたた方方ががいいるるとときき（（一一括括徴徴収収））のの手手続続きき

１ 退職・休職後の未徴収税額について、給与又は退職金からまとめて徴収し、納入することを一括徴収といいます。

２ ６月から１２月までに退職した場合は本人からの申し出により一括徴収することができます。

３ １月から４月までに退職した場合は一括徴収が義務付けられています。最後の給与又は退職金から未徴収税額が引ききれない場合のみ普通徴収に切替える

ことができます。一括徴収できないとき、かつ、「「異異動動届届」」がが 月月下下旬旬以以降降にに届届いいたた場場合合はは、、本本人人宛宛にに納納付付書書・・変変更更通通知知書書をを 月月以以降降にに送送付付いいたたししまますす。。退職時にお伝えください。

４ 給与支払報告書を提出した従業員が 月 日までに退職等したときは「異動届」を、 月 日までに届くように提出してください。

記記載載例例

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

給与支払報告
特 別 徴 収

第第
十十
八八
号号
様様
式式
（

用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
十
条
関
係
）

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒981-1224
名取市増田字柳田〇番地

特別徴収義務者

指　定　番　号

名取市長殿 宛 名 番 号 ○○○○○○

フリガナ ナトリブッサン　カブシキカイシャ
連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属 人事部

氏名又は名称 名取物産　株式会社 氏 名 名取　花子
令和 年１１月１１日提出

電 話個人番号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たって

は、左端を空欄とし右詰めで記

載

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ ナトリ　タロウ

異　動　の　事　由

氏　名 名取　太郎
（ア） （イ） （ウ）

受給者番号

１月１日

現在の住所
名取市増田一丁目〇番〇号

円
異動後の

住 所

０２２－３８４－○○○○
内線（△△△）

異動後の未徴収
異  　動
年 月 日生年月日 昭和５０年 　 1月 　 　1日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
税額の徴収方法

個人番号

１．

２．

３．

特別徴 収継

続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

月から

月まで

月から

月まで

令和7 年

月

１ ．

２ ．

３ ．

４ ．

５ ．

６ ．

７ ．

退 職

転 勤

休 職 ・ 長 欠

死 亡

支 払 少 額 ・ 不 定 期

合 併 ・ 解 散

そ の 他

日円 円 本 人 納 付

１．特別徴収継続の場合
新しい勤務先へは、月割額　　　　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特

別

徴

収

義

務

者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務
者

新規 法 人 番 号

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話 内線（　　 　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

１．必要　２．不要

３．普通徴収の場合 ※

市

町

村

記

入

欄

理
　
由

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和 7年12月31日までで、一括徴収の申出があった
ため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出が
ないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

（

）

－６－

１　退職・休職後の未徴収税額について、給与又は退職金からまとめて徴収し、納入することを一括徴収といいます。

２　６月から１２月までに退職した場合は本人からの申し出により一括徴収することができます。

３　１月から４月までに退職した場合は一括徴収が義務付けられています。最後の給与又は退職金から未徴収税額が引ききれない場合のみ普通徴収に切替えることができます。

　　一括徴収できないとき、かつ、「異動届出書」が２月下旬以降に届いた場合は、本人宛に納付書・変更通知書を８月以降に送付いたします。「異動届出書」が２月下旬以降に届いた場合は、本人宛に納付書・変更通知書を８月以降に送付いたします。退職時にお伝えください。

４　給与支払報告書を提出した従業員が４月１日までに退職等したときは、「異動届出書」を４月１５日までに届くように提出してください。

－６－



退退職職ししたた方方ががいいるるとときき（（普普通通徴徴収収））のの手手続続きき

１ 納税義務者が６月から１２月までに退職・休職し、一括徴収の申出がない場合は普通徴収へ切替え、本人に納付していただくことになりますので、異動があった

日から翌月１０日までに｢異動届」を提出してください。普通徴収の納期は６月末、８月末、１０月末、１月末の４回です。

退職・休職の時期により１～４回に分けて納付していただくことになりますので、あらかじめご退職される方にもお伝えください。

２ １月から４月までに退職・休職があった場合は最後の給与又は退職金から一括徴収が原則となりますが、未徴収税額が引ききれない場合は普通徴収に切替と

なります。その場合は理由もご記入ください。

一括徴収できないとき、かつ、「「異異動動届届」」がが 月月下下旬旬以以降降にに届届いいたた場場合合はは、、本本人人宛宛にに納納付付書書・・変変更更通通知知書書をを 月月以以降降にに送送付付いいたたししまますす。。退職時にお伝えください。

３ 給与支払報告書を提出した従業員が 月 日までに退職等したときは「異動届」を、 月 日までに届くように提出してください。

記記載載例例

１．異動が令和7年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

給与支払報告
特 別 徴 収

第第
十十
八八
号号
様様
式式
（

用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
十
条
関
係
）

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒981-1224
名取市増田字柳田〇番地

特別徴収義務者

指　定　番　号

名取市長殿 宛 名 番 号 ○○○○○○

フリガナ ナトリブッサン　カブシキカイシャ
連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属 人事部

氏名又は名称 名取物産　株式会社 氏 名 名取　花子
令和 年１１月１１日提出

電 話個人番号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たって

は、左端を空欄とし右詰めで記

載

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ ナトリ　タロウ

異　動　の　事　由

氏　名 名取　太郎
（ア） （イ） （ウ）

受給者番号

１月１日

現在の住所
名取市増田一丁目〇番〇号

円
異動後の

住 所

０２２－３８４－○○○○
内線（□□□）

異動後の未徴収
異  　動
年 月 日生年月日 昭和５０年 　 1月 　 　1日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
税額の徴収方法

個人番号

１．

２．

３．

特別徴 収継

続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

月から

月まで

月から

月まで

令和7 年

月

１ ．

２ ．

３ ．

４ ．

５ ．

６ ．

７ ．

退 職

転 勤

休 職 ・ 長 欠

死 亡

支 払 少 額 ・ 不 定 期

合 併 ・ 解 散

そ の 他

日円 円 本 人 納 付

１．特別徴収継続の場合
新しい勤務先へは、月割額　　　　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特

別

徴

収

義

務

者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務
者

新規 法 人 番 号

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話 内線（　　 　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

１．必要　２．不要

３．普通徴収の場合 ※

市

町

村

記

入

欄

理
　
由

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があった
ため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出が
ないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

（

）

－７－

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

給与支払報告
特 別 徴 収

第第
十十
八八
号号
様様
式式
（

用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
十
条
関
係
）

年 度 ①．現年度  ２．新年度　  ３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒981-1224
名取市増田字柳田〇番地

特別徴収義務者
指　定　番　号

900000

　名取　　市長殿 宛 名 番 号 ○○○○○○

フリガナ ナトリブッサン　カブシキガイシャ
連

絡

先

担

当

者

所 属 人事部

氏名又は名称 名取物産　株式会社 氏 名 名取　花子
令和　8年　11月　11日提出

電 話個人番号
又は法人番号

1 2 3 4 2 3 4
 ←個人番号の記載に当たって
は、左端を空欄とし右詰めで記
載

給

与

所

得

者

フリガナ ナトリ　タロウ

異　動　の　事　由

氏　名 名取　太郎

5 6 7 8 9 1

（ア） （イ） （ウ）

受給者番号

１月１日
現在の住所

名取市増田一丁目〇番〇号

円
異動後の
住 所

120,000

０２２－３８４－○○○○
内線（　△△△　）

異 動 後 の 未 徴 収
異 　動
年 月 日生年月日 昭和　50年 　 　1月 　 　1日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）

1 1 1 1

税 額 の 徴 収 方 法

個人番号 1 1 1 1 1 1 1 1

3 １．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

6 月から

月まで

11 月から

月まで

令和8 年

10 5
11 月

1
１ ．

２ ．

３ ．

４ ．

５ ．

６ ．

７ ．

退 職

転 勤

休 職 ・ 長 欠

死 亡

支 払 少 額 ・ 不 定 期

合 併 ・ 解 散

そ の 他

日円 円 ( 本 人 納 付 )50,000 70,000 1

１．特別徴収継続の場合
新しい勤務先へは、月割額 円を

月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所

属

氏

名
フリガナ

受給者番号

氏名又は名称 電

話 内線（　 　）
納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

 月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理

由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がない
ため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理

由

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

1

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

（

）

１　�納税義務者が６月から１２月までに退職・休職し、一括徴収の申出がない場合は普通徴収へ切替え、本人に納付していただくことになりますので、異動があった日から
翌月１０日までに「異動届出書」を提出してください。普通徴収の納期は６月末、８月末、１０月末、１月末の４回です。

　　退職・休職の時期により１～４回に分けて納付していただくことになりますので、あらかじめご退職される方にもお伝えください。
２　�１月から４月までに退職・休職があった場合は最後の給与又は退職金から一括徴収が原則となりますが、未徴収税額が引ききれない場合は普通徴収に切替となります。

その場合は理由もご記入ください。
　　一括徴収できないとき、かつ、「異動届出書」が２月下旬以降に届いた場合は、本人宛に納付書・変更通知書を８月以降に送付いたします。退職時にお伝えください。
３　給与支払報告書を提出した従業員が４月１日までに退職等したときは、「異動届出書」を４月１５日までに届くように提出してください。

－７－



転転勤勤ししたた方方ががいいるるととききのの手手続続きき

１ 転勤先での特別徴収を希望される場合は、トラブル回避のため、あらかじめ新事業所へ月割額及び徴収開始月の連絡調整をお願いいたします。

２ 異動があった日から翌月の１０日までに「異動届」の提出をお願いいたします。

３ 新年度分については「異動届」を、 月 日までに届くように提出してください。

４ 電子での税額通知書（納税義務者用）の受取を選択している場合は、必ず受給者番号を記載してください。

記記載載例例

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

給与支払報告
特 別 徴 収

第第
十十
八八
号号
様様
式式
（

用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
十
条
関
係
）

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒981-1224
名取市増田字柳田〇番地

特別徴収義務者

指　定　番　号

名取市長殿 宛 名 番 号 ○○○○○○

フリガナ ナトリブッサン　カブシキカイシャ
連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属 人事部

氏名又は名称 名取物産　株式会社 氏 名 名取　花子
令和 年 月３日提出

電 話個人番号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たって

は、左端を空欄とし右詰めで記

載

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ ナトリ　タロウ

異　動　の　事　由

氏　名 名取　太郎
（ア） （イ） （ウ）

受給者番号

１月１日

現在の住所
名取市増田一丁目〇番〇号

円
異動後の

住 所

０２２－３８４－○○○○
内線（△△△）

異動後の未徴収
異  　動
年 月 日生年月日 昭和５０年 　 1月 　 　1日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
税額の徴収方法

個人番号

１．

２．

３．

特別徴 収継

続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

月から

月まで

月から

月まで

令和7 年

月

１ ．

２ ．

３ ．

４ ．

５ ．

６ ．

７ ．

退 職

転 勤

休 職 ・ 長 欠

死 亡

支 払 少 額 ・ 不 定 期

合 併 ・ 解 散

そ の 他

日円 円 本 人 納 付

１．特別徴収継続の場合
新しい勤務先へは、月割額　 　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特

別

徴

収

義

務

者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務
者

新規 法 人 番 号

所　在　地

〒981-1224
名取市増田五丁目〇番〇号 担

当

者

連

絡

先

所
　

属
総務課

氏
　

名
名取　次郎フリガナ ミヤギコウギョウ　カブシキカイシャ

受給者番号

氏名又は名称 宮城工業　株式会社 電
　

話
０２２－３８４－○○○○

内線（□□□）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

１．必要　２．不要

３．普通徴収の場合 ※

市

町

村

記

入

欄

理
　
由

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があった
ため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出が
ないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

（

）

－８－－８－

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

給与支払報告
特 別 徴 収

第第
十十
八八
号号
様様
式式
（

用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（

第
十
条
関
係
）

年 度 ①．現年度  ２．新年度　  ３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒981-1224
名取市増田字柳田〇番地

特別徴収義務者
指　定　番　号

900000

　名取　　市長殿 宛 名 番 号 ○○○○○○

フリガナ ナトリブッサン　カブシキガイシャ
連

絡

先

担

当

者

所 属 人事部

氏名又は名称 名取物産　株式会社 氏 名 名取　花子
令和　8年　12月　3日提出

電 話個人番号
又は法人番号

1 2 3 4 2 3 4
 ←個人番号の記載に当たって
は、左端を空欄とし右詰めで記
載

給

与

所

得

者

フリガナ ナトリ　タロウ

異　動　の　事　由

氏　名 名取　太郎

5 6 7 8 9 1

（ア） （イ） （ウ）

受給者番号

１月１日
現在の住所

名取市増田一丁目〇番〇号

円
異動後の
住 所

120,000

０２２－３８４－○○○○
内線（　△△△　）

異 動 後 の 未 徴 収
異 　動
年 月 日生年月日 昭和　50年 　 　1月 　 　1日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）

1 1 1 1

税 額 の 徴 収 方 法

個人番号 1 1 1 1 1 1 1 1

1 １．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

6 月から

月まで

12 月から

月まで

令和8 年

11 5
11 月

2
１ ．

２ ．

３ ．

４ ．

５ ．

６ ．

７ ．

退 職

転 勤

休 職 ・ 長 欠

死 亡

支 払 少 額 ・ 不 定 期

合 併 ・ 解 散

そ の 他

日円 円 ( 本 人 納 付 )60,000 60,000 29

１．特別徴収継続の場合
新しい勤務先へは、月割額　10,000　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

1000000 新規 法 人 番 号 2 2 2 2 2 2 2

所　在　地

〒981-1224
名取市増田五丁目〇番〇号 担

当

者

連

絡

先

所

属
総務課

氏

名

2 2 2 2 2 2

名取　次郎フリガナ ミヤギコウギョウ　カブシキガイシャ
受給者番号

氏名又は名称 宮城工業　株式会社 電

話
０２２－３８４－○○○○

内線（　□□□　）
納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

 月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理

由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がない
ため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理

由

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

12

右から

番号を

記入
2

（

）

１　転勤先での特別徴収を希望される場合は、トラブル回避のため、あらかじめ新事業所へ月割額及び徴収開始月の連絡調整をお願いいたします。

２　異動があった日から翌月の１０日までに「異動届出書」の提出をお願いいたします。

３　新年度分については「異動届出書」を、４月１５日までに届くように提出してください。

４　電子での税額通知書（納税義務者用）の受取を選択している場合は、必ず受給者番号を記載してください。

－８－



※
必
要
部
数
を
コ
ピ
ー
し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指　定　番　号

市町村長殿 宛 名 番 号

フリガナ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名
令和　　年　　月　　日提出 

電 話
内線（　　 　　）

個人番号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

異　動　の　事　由

氏　名 （ア） （イ） （ウ）

受給者番号 月から

月まで

月から

月まで

異 動 後 の 未 徴 収
異  　動
年 月 日生年月日 年 　 　　月 　 　　日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
税 額 の 徴 収 方 法

個人番号

年

月

( 本 人 納 付 )

１．特別徴収継続の場合

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号

異動後の
住 所

日円 円 円

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．

退 職
転 勤
休 職 ・ 長 欠
死 亡
支払少額・不定期
合 併 ・ 解 散
そ の 他

１．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

１月１日
現在の住所

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話 内線（　　 　　）
納入書の要否

（新規の場合のみ記載）
１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

（

）

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

給与支払報告
特 別 徴 収

第第
十十
八八
号号
様様
式式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 特別徴収義務

者

市町村長殿 
宛 名 番

号
フリガナ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名
令和　　年　　月　　日提出 

電 話個人番号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっ
ては、左端を空欄とし右詰
めで記載

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

異　動　の　事　由
氏　名

（ア） （イ） （ウ）

受給者番
号

１月１日
現在の住

所

円
異動後の
住 所

内線（　　 　　）

異動後の未徴収
異  　動
年 月 日生年月日 年 　 　　月 　 　　日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－
（イ）

税額の徴収方法

個人番号

１
．
２
．
３
．

特別徴収継

続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

月か
ら

月ま

月か
ら

月ま

年

月

１
．
２
．
３
．
４

退 職
転 勤
休 職 ・ 長 欠
死 亡
支払少額・不定

期
合 併 ・ 解 散日円 円 � 本 人 納 付 �

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額　　　　　円
を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務
者

新規
法 人 番

号

所　在　地

〒
担
当
者
連
絡
先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ 受給者番

号

氏名又は名称 電
　

話 内線（　　 　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記

載）

１．必要　２．不要

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

２．一括徴収の場合 左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限
分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があっ
たため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出
がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

右から

番号を

記入

（

）

就就職職・・復復職職ししたた方方ががいいるるとときき（（特特別別徴徴収収へへのの切切替替））のの手手続続きき

１就職・復職などにより普通徴収で納入している方から特別徴収に変更したい申し出があった場合は、本人宛に通知した納税通知書を確認し、課税している市町

村へ「切替届」をご提出ください。以前勤めていた会社を退職後、すぐに入社した場合など、普通徴収納税通知書が発送されていない場合があります。

その際は税額を未記入でご提出いただければ当市で納付状況を確認し、税額計算をします。徴収開始年月については必ずご記入ください。なお、前勤務先

から「異動届」の提出がされていない場合には、新しい勤務先で特別徴収に切り替えることができません。この場合は、従業員の方から前勤務先に連絡してもら

い対応を依頼してください。

２特別徴収に変更できるのは未納付額のうち納期限が到来していない分に限ります。納期限は右記のとおりになります。納期限が過ぎた税額、既に納付済みの税

額及び６５歳以上の方の年金所得分については特別徴収へ切替できません。

３ 徴収開始年月は��日までに到着した分は翌月から、��日以降に到着した分は翌々月からとなります。 例：８月２５日に到着した場合は１０月分からとなります。

４ 新年度分については「切替届」を�月��日までに届くように提出してください。

５ 電子での税額通知書（納税義務者用）の受取を選択している場合は、必ず受給者番号を記載してください。

普普通通徴徴収収 納納期期限限

１期 令和７年６月３０日（月）

２期 令和７年９月１日（月）

３期 令和７年１０月３１日（金）

４期 令和８年２月２日（月）

記記載載例例

名取市長殿

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指　定　番　号

市町村長殿 宛 名 番 号

フリガナ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名
令和　　年　　月　　日提出 

電 話
内線（　　 　　）

個人番号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

異　動　の　事　由

氏　名 （ア） （イ） （ウ）

受給者番号 月から

月まで

月から

月まで

異 動 後 の 未 徴 収
異  　動
年 月 日生年月日 年 　 　　月 　 　　日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
税 額 の 徴 収 方 法

個人番号

年

月

( 本 人 納 付 )

１．特別徴収継続の場合

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号

異動後の
住 所

日円 円 円

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．

退 職
転 勤
休 職 ・ 長 欠
死 亡
支払少額・不定期
合 併 ・ 解 散
そ の 他

１．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

１月１日
現在の住所

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話 内線（　　 　　）
納入書の要否

（新規の場合のみ記載）
１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

（

）

就就職職・・復復職職ししたた方方ががいいるるとときき（（特特別別徴徴収収へへのの切切替替））のの手手続続きき

１就職・復職などにより普通徴収で納入している方から特別徴収に変更したい申し出があった場合は、本人宛に通知した納税通知書を確認し、課税している市町

村へ「切替届出書」をご提出ください。以前勤めていた会社を退職後、すぐに入社した場合など、普通徴収納税通知書が発送されていない場合があります。その
際は税額を未記入でご提出いただければ当市で納付状況を確認し、税額計算をします。徴収開始年月については必ずご記入ください。なお、前勤務先から「異
動届出書」の提出がされていない場合には、新しい勤務先で特別徴収に切り替えることができません。この場合は、従業員の方から前勤務先に連絡してもらい
対応を依頼してください。

２特別徴収に変更できるのは未納付額のうち納期限が到来していない分に限ります。納期限は右記のとおりになります。納期限が過ぎた税額、既に納付済みの
　 税額及び６５歳以上の方の年金所得分については特別徴収へ切替できません。

３ 徴収開始年月は１０日までに到着した分は翌月から、１１日以降に到着した分は翌々月からとなります。 例：８月２５日に到着した場合は１０月分からとなります。

４ 新年度分については「切替届出書」を４月１５日までに届くように提出してください。

５ 電子での税額通知書（納税義務者用）の受取を選択している場合は、必ず受給者番号を記載してください。

１期 令和８年６月３０日（火）

２期 令和８年８月３１日（月）

３期 令和８年１１月２日（月）

４期 令和９年２月１日（月）

記記載載例例就就職職・・復復職職ししたた方方ががいいるるとときき（（特特別別徴徴収収へへのの切切替替））のの手手続続きき

１期

２期

３期

４期

記記載載例例

－９－

普普通通徴徴収収　　納納期期限限

８ 

８ 

８ 

１３ 

９ 

－９－



※
必
要
部
数
を
コ
ピ
ー
し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
必
要
部
数
を
コ
ピ
ー
し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収 年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指　定　番　号

市町村長殿 宛 名 番 号

フリガナ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名
令和　　年　　月　　日提出 

電 話
内線（　　 　　）

個人番号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

異　動　の　事　由

氏　名 （ア） （イ） （ウ）

受給者番号 月から

月まで

月から

月まで

異 動 後 の 未 徴 収
異  　動
年 月 日生年月日 年 　 　　月 　 　　日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
税 額 の 徴 収 方 法

個人番号

年

月

( 本 人 納 付 )

１．特別徴収継続の場合

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号

異動後の
住 所

日円 円 円

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．

退 職
転 勤
休 職 ・ 長 欠
死 亡
支払少額・不定期
合 併 ・ 解 散
そ の 他

１．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

１月１日
現在の住所

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話 内線（　　 　　）
納入書の要否

（新規の場合のみ記載）
１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

（

）

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

給与支払報告
特 別 徴 収

第第
十十
八八
号号
様様
式式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 特別徴収義務

者

市町村長殿 
宛 名 番

号
フリガナ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名
令和　　年　　月　　日提出 

電 話個人番号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっ
ては、左端を空欄とし右詰
めで記載

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

異　動　の　事　由
氏　名

（ア） （イ） （ウ）

受給者番
号

１月１日
現在の住

所

円
異動後の
住 所

内線（　　 　　）

異動後の未徴収
異  　動
年 月 日生年月日 年 　 　　月 　 　　日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－
（イ）

税額の徴収方法

個人番号

１
．
２
．
３
．

特別徴収継

続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

月か
ら

月ま

月か
ら

月ま

年

月

１
．
２
．
３
．
４

退 職
転 勤
休 職 ・ 長 欠
死 亡
支払少額・不定

期
合 併 ・ 解 散日円 円 � 本 人 納 付 �

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額　　　　　円
を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務
者

新規
法 人 番

号

所　在　地

〒
担
当
者
連
絡
先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ 受給者番

号

氏名又は名称 電
　

話 内線（　　 　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記

載）

１．必要　２．不要

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

２．一括徴収の場合 左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限
分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があっ
たため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出
がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

右から

番号を

記入

（

）

就就職職・・復復職職ししたた方方ががいいるるとときき（（特特別別徴徴収収へへのの切切替替））のの手手続続きき

１就職・復職などにより普通徴収で納入している方から特別徴収に変更したい申し出があった場合は、本人宛に通知した納税通知書を確認し、課税している市町

村へ「切替届」をご提出ください。以前勤めていた会社を退職後、すぐに入社した場合など、普通徴収納税通知書が発送されていない場合があります。

その際は税額を未記入でご提出いただければ当市で納付状況を確認し、税額計算をします。徴収開始年月については必ずご記入ください。なお、前勤務先

から「異動届」の提出がされていない場合には、新しい勤務先で特別徴収に切り替えることができません。この場合は、従業員の方から前勤務先に連絡してもら

い対応を依頼してください。

２特別徴収に変更できるのは未納付額のうち納期限が到来していない分に限ります。納期限は右記のとおりになります。納期限が過ぎた税額、既に納付済みの税

額及び６５歳以上の方の年金所得分については特別徴収へ切替できません。

３ 徴収開始年月は��日までに到着した分は翌月から、��日以降に到着した分は翌々月からとなります。 例：８月２５日に到着した場合は１０月分からとなります。

４ 新年度分については「切替届」を�月��日までに届くように提出してください。

５ 電子での税額通知書（納税義務者用）の受取を選択している場合は、必ず受給者番号を記載してください。

普普通通徴徴収収 納納期期限限

１期 令和７年６月３０日（月）

２期 令和７年９月１日（月）

３期 令和７年１０月３１日（金）

４期 令和８年２月２日（月）

記記載載例例

名取市長殿

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

給与支払報告
特 別 徴 収

第第
十十
八八
号号
様様
式式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 特別徴収義務

者

市町村長殿 
宛 名 番

号
フリガナ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名
令和　　年　　月　　日提出 

電 話個人番号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっ
ては、左端を空欄とし右詰
めで記載

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

異　動　の　事　由
氏　名

（ア） （イ） （ウ）

受給者番
号

１月１日
現在の住

所

円
異動後の
住 所

内線（　　 　　）

異動後の未徴収
異  　動
年 月 日生年月日 年 　 　　月 　 　　日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－
（イ）

税額の徴収方法

個人番号

１
．
２
．
３
．

特別徴収継

続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

月か
ら

月ま

月か
ら

月ま

年

月

１
．
２
．
３
．
４

退 職
転 勤
休 職 ・ 長 欠
死 亡
支払少額・不定

期
合 併 ・ 解 散日円 円 本 人 納 付

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額　　　　　円
を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務
者

新規
法 人 番

号

所　在　地

〒
担
当
者
連
絡
先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ 受給者番

号

氏名又は名称 電
　

話 内線（　　 　　）

納入書の要否
（新規の場合のみ記

載）

１．必要　２．不要

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

２．一括徴収の場合 左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限
分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があっ
たため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出
がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月 日 円

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

右から

番号を

記入

（

）

名取市長殿



※
必
要
部
数
を
コ
ピ
ー
し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

円

変更される場合があります。

　　　年　　　月　　　日

「徴収開始年月」は、この届出書が提出された日と各市町村の処理日・通知日との関係により

(現住所とは異なる場合があるためご注意ください。なお、課税されている市町村については、

就 職 年 月 日

給

与

所

得

者 通 知 書 番 号

住 所

二重納付等を防ぐため、普通徴収での納付状況は必ず本人に確認のうえ、ご記入ください。

特別徴収にできません。なお、税額等については本人宛に送付されている納税通知書により

確認してください。

年

納　付　済　額
(納期限到来分)

期から 　 　　期まで 

②

(

特
別
徴
収
義
務
者

)

①

担

当

者

係

給

与

支

払

者

名取市
特別徴収義務者
指 定 番 号

新規

納入書の要否
※新規事業所のみ

(宛先)

要 ・ 不 要

長
名 称

( 氏 名 )

フ リ ガ ナ

所 在 地
( 住 所 )

�

市
町
村
記
入
欄

注意

希望がある場合は、給与所得者(以下、本人という)の課税されている市町村へ提出してください。�

� 普通徴収の納期限が過ぎた税額および既に納付の済んでいる「納付済額」については、

本人宛に送付されている納税通知書により確認してください。)

�

特別徴収への切替届出書

月

氏名

電話法人番号日提出

宮
城
県
内
全
市
町
村
共
通
様
式

フ リ ガ ナ

氏 名
年　　　　月　　　　日

〒

③(①-②)

受 給 者 番 号

徴 収 開 始
年 月

　　　　　年　　　　　月分から
（　　　　月　　　　日納期限分）

円円

生
年
月
日

特別徴収への切替額
年　税　額

(普通徴収税額)

替替

名名取取市市でではは、、特特別別徴徴収収のの開開始始月月はは、、切切替替届届出出書書がが１１００日日ままででにに到到着着ししたた分分はは翌翌月月かからら、、１１１１日日以以降降にに到到着着ししたた分分はは翌翌々々月月かかららととななりりまますす。。
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円

変更される場合があります。

　　　年　　　月　　　日

「徴収開始年月」は、この届出書が提出された日と各市町村の処理日・通知日との関係により

(現住所とは異なる場合があるためご注意ください。なお、課税されている市町村については、

就 職 年 月 日

給
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所
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者 通 知 書 番 号

住 所

二重納付等を防ぐため、普通徴収での納付状況は必ず本人に確認のうえ、ご記入ください。

特別徴収にできません。なお、税額等については本人宛に送付されている納税通知書により

確認してください。
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①
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長
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( 氏 名 )

フ リ ガ ナ

所 在 地
( 住 所 )

�

市
町
村
記
入
欄

注意

希望がある場合は、給与所得者(以下、本人という)の課税されている市町村へ提出してください。�

� 普通徴収の納期限が過ぎた税額および既に納付の済んでいる「納付済額」については、

本人宛に送付されている納税通知書により確認してください。)

�

特別徴収への切替届出書

月

氏名

電話法人番号日提出

宮
城
県
内
全
市
町
村
共
通
様
式

フ リ ガ ナ

氏 名
年　　　　月　　　　日

〒

③(①-②)

受 給 者 番 号

徴 収 開 始
年 月

　　　　　年　　　　　月分から
（　　　　月　　　　日納期限分）

円円

生
年
月
日

特別徴収への切替額
年　税　額

(普通徴収税額)

替替

名名取取市市でではは、、特特別別徴徴収収のの開開始始月月はは、、切切替替届届出出書書がが１１００日日ままででにに到到着着ししたた分分はは翌翌月月かからら、、１１１１日日以以降降にに到到着着ししたた分分はは翌翌々々月月かかららととななりりまますす。。



※
必
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ー
し
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使
用
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い
。

給与支払者の所在地・名称等変更届出書

特別徴収義務者
指 定 番 号

名 称
( 氏 名 )

電 話

年 月

所 在 地
( 住 所 )

フ リ ガ ナ

宮
城
県
内
全
市
町
村
共
通
様
式

長

法人番号日提出

係

氏名

電話

担

当

者

所在地
(住所 )

名 称
(氏名 )

〒

給

与

支

払

者

(

特
別
徴
収
義
務
者

)

〒

名取市
フ リ ガ ナ

変 更 前 変 更 後

年　　　　月　　　　日

(宛先)

変 更 理 由
変　更
年月日

送 付 先

〒

市 町 村 処 理 欄

備 考

なお、原則として、新設合併の場合は全て、吸収合併の場合は解散法人において給与所得者異動届出書の提出が必要です。詳しくは提出先の市町村にお問い合わせください。

※会社合併等に伴い指定番号が変更となる場合は、併せて給与所得者異動届出書も必ず提出してください。

※所在地・名称等の変更後に訂正した納入書はお送りしておりませんので、訂正前のものをそのままお使いください。

名名取取市市でではは法法人人番番号号がが変変わわるる場場合合、、指指定定番番号号をを継継続続ししてて使使用用ででききまませせんん。。特特別別徴徴収収をを継継続続すするる場場合合はは給給与与所所得得者者異異動動届届出出書書のの提提出出がが必必要要でですす（（転転勤勤扱扱いいととななりりまますす。。））。。

事 項

※誤読をさけるため必ずフリガナをつけてください。

〒 〒

　　１．所在地変更　　　　　２．名称変更　　　　　３．送付先変更　　　　　４．合併　　　　　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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給与支払者の所在地・名称等変更届出書

特別徴収義務者
指 定 番 号

名 称
( 氏 名 )

電 話

年 月

所 在 地
( 住 所 )

フ リ ガ ナ
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城
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内
全
市
町
村
共
通
様
式

長

法人番号日提出

係
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者

所在地
(住所 )

名 称
(氏名 )

〒
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与
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払

者

(
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務
者

)

〒

名取市
フ リ ガ ナ

変 更 前 変 更 後

年　　　　月　　　　日

(宛先)

変 更 理 由
変　更
年月日

送 付 先

〒

市 町 村 処 理 欄

備 考

なお、原則として、新設合併の場合は全て、吸収合併の場合は解散法人において給与所得者異動届出書の提出が必要です。詳しくは提出先の市町村にお問い合わせください。

※会社合併等に伴い指定番号が変更となる場合は、併せて給与所得者異動届出書も必ず提出してください。

※所在地・名称等の変更後に訂正した納入書はお送りしておりませんので、訂正前のものをそのままお使いください。

名名取取市市でではは法法人人番番号号がが変変わわるる場場合合、、指指定定番番号号をを継継続続ししてて使使用用ででききまませせんん。。特特別別徴徴収収をを継継続続すするる場場合合はは給給与与所所得得者者異異動動届届出出書書のの提提出出がが必必要要でですす（（転転勤勤扱扱いいととななりりまますす。。））。。

事 項

※誤読をさけるため必ずフリガナをつけてください。

〒 〒

　　１．所在地変更　　　　　２．名称変更　　　　　３．送付先変更　　　　　４．合併　　　　　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）





－１－

市民税・県民税・森林環境税の特別徴収と事務取扱について�
１� 特別徴収とは�

特別徴収とは、給与支払者（事業主）が所得税の源泉徴収と同様に、納税

義務者（従業員）の給与から市民税・県民税・森林環境税を徴収し、代わり

に納入する制度です。�

�

２� 特別徴収義務者の指定�

� � � � 源泉徴収義務があるすべての給与支払者（事業主）は、本市から特別徴収義

務者に指定されます（地方税法第３２１条の４）。なお２か所以上の給与支

払者（事業主）から給与の支払いを受けている納税義務者（従業員）につい

ては、その主たる給与支払者（事業主）を特別徴収義務者に指定します。�

�

３� 納税義務者への通知書の交付�

特別徴収をする場合は、特別徴収義務者を通じて５月３１日までに各納税

義務者（従業員）に年税額等を通知することになっていますので、同封の「特

別徴収税額の決定通知書（納税義務者用）」を納税義務者（従業員）にすみ

やかに交付してください。退職その他の事由により交付できない方について

は、「給与所得者異動届出書（以下、異動届出書と略す）」を添えてお返し
ください。ななおお、、通通知知書書のの再再発発行行ははででききまませせんん。。

なお、給与支払報告書が法定期限（１月３１日）後に提出された場合、当

初に送付する通知書に反映されていない場合があります。�

 
４� 税額の徴収および納入�

＜給与の場合＞� � � �

（ア）� 特別徴収義務者は、特別徴収税額の納付額を６月支給分から翌年５

月支給分までの毎月の給与から徴収し、翌月１０日までに同封の「納入書」

等で納入してください。� �

（イ）� 中途退職等により未徴収税額を一括徴収で納入する場合は、「納入

書」の「給与分」欄に含めて記入してください。� �

�

＜退職所得の場合＞� � � � �

（ア）� 退職所得に係る市民税・県民税は、給与の支払者がその税額を計算

し、その支払の際に徴収していただきます。徴収した税額は翌月１０日ま

でに納入してください。� �

（イ）「納入書」の表面「退職所得分」欄に記入するとともに、裏面の「納

入申告書」にも必ず必要事項を記載してください。� �

※納入期限が、土・日曜日、祝祭日等の休日または金融機関等の休日に該当
　する場合は、次の営業日になります。なお、各月の納期限は当該月分の納
　入書に記載してあります。� �

� � ※納入書の金額を訂正して使用する場合については本書Ｐ３に掲載していま

す。�

�

５� 納期限までに税金を納めなかった場合にとられる措置� �

納期限までに納付されない場合は、その納期限の翌日から納付の日までの期間

の日数に応じて、その税額に以下の割合を乗じて計算した額の延滞金を納付して

いただくことになります。�

納期限の１ヶ月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合（※

１）に年１％を加算した割合（上限は年７．３％）、納期限後１ヶ月を経過した期

間については、延滞金特例基準割合に年７．３％を加算した割合（上限は年１４．

６％）となります。�

なお、督促状を発付した後の納付には、督促状１通について１００円の督促手

数料を納付していだたくことになります。督促状の発付の日から起算して１０日

を経過した日までに納付されない場合は、滞納処分を受けることになります。�

※１延滞金特例基準割合…平均貸付割合（※２）に年１％を加算した割合。�

※２平均貸付割合…各年の前々年９月から前年８月までの各月における国内銀行

の新規の短期貸出約定平均金利の合計を１２で除して得た割合として、各年

の前年の１１月３０日までに財務大臣が告示する割合。�

�

６� 納期の特例� �

給与の支払を受ける人が常時１０人未満の事業所については、納期の特例の制

度（年２回１２月１０日及び６月１０日）があります。該当する特別徴収義務者

は申請によりその承認を受けることができます。申請書は市ホームページからダ

ウンロードできます。承認を受けたのち、給与の支払いを受ける人が１０人未満

でなくなったときは「納期の特例の要件を欠いた事の届出書」を提出する必要

があります。�

（給与所得に係る特別徴収義務者の指定等） 

第三百二十一条の四 市町村は、（略）特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をす

る者（略）のうち所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収

させなければならない。（略） 

 

第三百二十一条の四 ５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の四月三十日までの間において異動を生じた場合において、当

該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者（略）を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する

月の翌月の十日（略）までに、（略）特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村

の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。（略） 

 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等） 

第三百二十一条の五 ２ 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によりその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義

務者から給与の支払を受けないこととなつた場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額（略）は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当

該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別

徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義

務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与

又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額（略）を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。 

 

（市町村民税の納税管理人） 

第三百条 市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当

該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しく

は事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、

又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。 

地地方方税税法法 関関係係条条文文 抜抜粋粋



取扱金融機関一覧

取りまとめ機関

七十七銀行 宮城第一信用金庫

東邦銀行 仙南信用金庫

仙台銀行 仙台農業協同組合

仙台貯金事務センター

※東北６県以外の郵便局を初めて利用する場合には市ホームページに掲載して

　いる指定通知書をゆうちょ銀行又は郵便局へ提出してください。

※上記以外の銀行でも納入は可能ですが、手数料がかかる場合がありますので、

　詳細については各金融機関にお問い合わせください。

取扱金融機関

振替貯金払込みの場合指定郵便局

七十七銀行　増田支店

（お問い合わせ）

〒��������

宮城県名取市増田字柳田��番地

課税の内容、各種届出書の提出について ・・税務課 市民税係：������������（直通）
税金の納入及び還付について・・・・・・・・・・・・税務課 収納管理係：������������（直通）

ＵＲＬ ：��������������������������������
お問い合わせの際は特別徴収税額通知書や名取市からお送りしている納入書等に記載さ

れている特別徴収指定番号をご用意の上、連絡お願いします。

特別徴収関係様式はこのしおりに綴じこまれている他、市ホームページ内の「市・県民税の

特別徴収関係様式」に掲載していますのでご活用ください。給与支払報告・特別徴収に係る

給与所得者異動届出書等は�����（エルタックス）での電子申告でも送信可能です。

市町村コード名取市 市民税・県民税・森林環境税

特別徴収のしおり

令和8年度

◆目次 ページ

・市民税・県民税・森林環境税の特別徴収と事務取扱について ・・�

・納入書の金額を訂正して使用する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�

・納税義務者に異動があったとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�

・異動があった場合の記載例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ �～�

【様式】

・給与所得者異動届出書

・特別徴収への切替届出書

・給与支払者の所在地・名称等変更届出書

◆同封した書類について
１．特別徴収のしおり【本書】

２．給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の

決定・変更通知書（特別徴収義務者用）【緑色】

※電子データでの受取を希望している場合は同封しておりません。

３．給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の

決定・変更通知書（納税義務者用）【青色】

※圧着方式となっています。

開封せず、すみやかにご本人へお渡しください。

※電子データでの受取を希望している場合は同封しておりません。

４．特別徴収納入書

※納入書を不要と選択している場合は同封しておりません。

◆特別徴収税額決定（変更）通知書の電子化について

裏表紙をご覧ください。

◆令令和和 年年度度市市・・県県民民税税にに適適用用さされれるる定定額額減減税税ににつついいてて

令和 年度の住民税及び定額減税額は、令和 年中の所得や扶養状況等から算出しています。ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者につい

ては、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合があるため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減

税は、令和 年度の住民税で行うこととされました。

よって、令和 年中の合計所得金額が 万円以下（給与収入のみの場合、原則として給与収入 万円以下）で、所得割が課税される納税義務者

は、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和 年度の住民税から 万円の控除を受けることができます。

◆◆特特別別徴徴収収税税額額決決定定（（変変更更））通通知知書書のの電電子子化化ににつついいてて

令和 年度（令和６年５月送付分）から給与支払報告書を （エルタックス）で提出した特別徴収義務者について、「特別徴収税額決定（変更）通知書

（特別徴収義務者用・納税義務者用）」を電子データで受取希望された場合、電子データ（ ）で格納しています。特別徴収税額通知書の電子化の詳

しい内容については、市ホームページや、 ホームページをご参照ください。

ご留意いただきたいこと

○特別徴収税額通知書の受け取り方法については、給与支払報告書の提出期限までに送信いただいたデータの受け取り方法をもとに決定します。

○特別徴収税額通知書の受け取りを選択しなかった事業所及び、電子データの受け取りを希望したが通知先 アドレスが未記載の事業所につきま

しては、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。

○電子での税額通知書（納税義務者用）の受取を選択している場合は、「給与所得者異動届出書（特別徴収継続の場合）」や

「特別徴収への切替届出書」をご提出の際、必ず受給者番号を記載してください。

○年度当初に決定した受け取り方法は、原則、年度途中での変更はできません。

○税制改正により一つの帳票について、電子データと書面の両方での送付はできなくなったため、副本データの送付は廃止となりました。

○給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出した場合は、特別徴収税額通知データを送信できません。
名取市　特別徴収　 検 索

特別徴収関係様式 特別徴収Q&A

取扱金融機関一覧

取りまとめ機関

七十七銀行 宮城第一信用金庫

東邦銀行 仙南信用金庫

仙台銀行 仙台農業協同組合

仙台貯金事務センター

※東北６県以外の郵便局を初めて利用する場合には市ホームページに掲載して

　いる指定通知書をゆうちょ銀行又は郵便局へ提出してください。

※上記以外の銀行でも納入は可能ですが、手数料がかかる場合がありますので、

　詳細については各金融機関にお問い合わせください。

取扱金融機関

振替貯金払込みの場合指定郵便局

※令和7年度より内容修正しました。

七十七銀行　増田支店

（お問い合わせ）

〒��������

宮城県名取市増田字柳田��番地

課税の内容、各種届出書の提出について ・・税務課 市民税係：����7���7���（直通）
税金の納入及び還付について・・・・・・・・・・・・税務課 収納管理係：����7���7���（直通）

ＵＲＬ ：��������������������������������
お問い合わせの際は特別徴収税額通知書や名取市からお送りしている納入書等に記載さ

れている特別徴収指定番号をご用意の上、連絡お願いします。

特別徴収関係様式はこのしおりに綴じこまれている他、市ホームページ内の「市・県民税の

特別徴収関係様式」に掲載していますのでご活用ください。給与支払報告・特別徴収に係る

給与所得者異動届出書等は�����（エルタックス）での電子申告でも送信可能です。

市町村コード名取市 市民税・県民税・森林環境税

特別徴収のしおり

令和 年度

◆目次 ページ

・市民税・県民税・森林環境税の特別徴収と事務取扱について ・・�

・納入書の金額を訂正して使用する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�

・納税義務者に異動があったとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�

・異動があった場合の記載例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ �～�

【様式】

・給与所得者異動届出書

・特別徴収への切替届出書

・給与支払者の所在地・名称等変更届出書

◆同封した書類について
１．特別徴収のしおり【本書】

２．給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の

決定・変更通知書（特別徴収義務者用）【緑色】

※電子データでの受取を希望している場合は同封しておりません。

３．給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の

決定・変更通知書（納税義務者用）【青色】

※圧着方式となっています。

開封せず、すみやかにご本人へお渡しください。

※電子データでの受取を希望している場合は同封しておりません。

４．特別徴収納入書

※納入書を不要と選択している場合は同封しておりません。

◆定額減税及び特別徴収税額決定（変更）通知書の電子化について

裏表紙をご覧ください。

令和６年度（令和６年５月送付分）から給与支払報告書をｅＬＴＡＸ（エルタックス）で提出した特別徴収義務者について、「特別徴収税額決定（変更）
通知書（特別徴収義務者用・納税義務者用）」を電子データで受取希望された場合、電子データ（ｅＬＴＡＸ）で格納しています。特別徴収税額通知書
の電子化の詳しい内容については、市ホームページや、ｅＬＴＡＸホームページをご参照ください。
 

ご留意いただきたいこと

○特別徴収税額通知書の受取方法については、給与支払報告書の提出期限までに送信いただいたデータの受取方法をもとに決定します。

○特別徴収税額通知書の受取を選択しなかった事業所及び、電子データの受取を希望したが通知先ｅ‐ｍａｉｌアドレスが未記載の事業所につきまし
　 ては、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。

○電子での税額通知書（納税義務者用）の受取を選択している場合は、「異動届出書（特別徴収継続の場合）」や「切替届出書」をご提出の際、必ず
　 受給者番号を記載してください。

○年度当初に決定した受取方法は、原則、年度途中での変更はできません。

○税制改正により一つの帳票について、電子データと書面の両方での送付はできなくなったため、副本データの送付は廃止となりました。

○給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出した場合は、特別徴収税額通知データを送信できません。

◇◇特特別別徴徴収収税税額額決決定定((変変更更))通通知知書書のの電電子子化化ににつついいてて

市公式ホームページ


